
土　
地　
に　
関　
す　
る　
権　
利　

イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
に　
お　
い　
て　
は　
、　
憲　
法　

お
よ
び
土
地
基
本
法

に　
よ　
り　
、　
土　
地　
、　
水　
、　

空　
中　
の　
分　
配　
、　
利　
用　
、　
供　
給　
お　
よ　
び　
維　

持　
を　
管　
理　
保　
全　
す　
る　
権　
利　
は　
、　
国　
が　
独　

占　
的　
に　
有　
す　
る　
と　
さ　
れ　
て　
お　
り　
、　
イ　
ン　

ド　
ネ　
シ　
ア　
の　
個　
人　
お　
よ　
び　
企　
業　
は　
、　
土　

地　
に　
関　
す　
る　
様　
々　
な　
権　
利　
に　
つ　
い　
て　
、　

国　
か　
ら　
許　
可　
を　
得　
る　
必　
要　
が　
あ　
り　
ま　

す　
。　
本　
稿　
で　
は　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
の　
土　

地　
に　
関　
す　
る　
権　
利　
に　
つ　
い　
て　
取　
り　
上　
げ　

ま　
す　
。　Q  

１　
　　
土　
地　
に　
関　
す　
る　
権　
利　
に　
は　

ど　
の　
よ　
う　
な　
種　
類　
が　
あ　
り　
ま　
す　

か　
？　

Ａ　
１　
　　
土　
地　
に　
関　
し　
て　
は　
以　
下　
の　

権　
利　
が　
存　
在　
し　
ま　
す　
。　

１　．　

｜　
所　
有　
権　
（　
自　
由　
保　

有　
権　
）　

２　．　

（　
Ｈ　
Ｇ　
Ｕ　
）　

｜　
開　
発　
権　

３　．　

（　
Ｈ　
Ｇ　

Ｂ　
）　
｜　
建　
設　
権　

４　．　

（　
Ｈ　
Ｐ　
）　
｜　
使　
用　
権　

５　．　

｜　
賃　
借　
権　

６　．　

｜　
開　

墾　
権　

７　．　

｜　

森　
林　
産　
物　
採　
取　
権　

前　
記　
権　
利　
は　
、　
土　
地　
の　
表　
面　
に　
つ　
い　

て　
の　
み　
行　
使　
で　
き　
る　
も　
の　
で　
、　
空　
中　
も　

し　
く　
は　
地　
下　
に　
あ　
る　
天　
然　
資　
源　
の　
利　
用　

は　
認　
め　
ら　
れ　
ま　
せ　
ん　
（　
１　
９　
６　
７　
年　
法　

律　
第　
1  1  
号　
鉱　
業　
基　
本　
法　
）　。　
一　
方　
、　
当　

該　
土　
地　
に　
関　
す　
る　
権　
利　
の　
範　
囲　
内　
で　
あ　

れ　
ば　
、　
ど　
の　
よ　
う　
な　
目　
的　
に　
も　
そ　
の　
土　

地　
を　
利　
用　
す　
る　
こ　
と　
が　
で　
き　
ま　
す　
。　

Ｑ　
２　
　　
土　
地　
に　
関　
す　
る　
権　
利　
の　
う　

ち　
、　
外　
国　
投　
資　
企　
業　
（　
Ｐ　
Ｍ　
Ａ　
）　

が　
直　
接　
利　
用　
で　
き　
る　
権　
利　
に　
は　

ど　
の　
よ　
う　
な　
種　
類　
が　
あ　
り　
ま　
す　

か　
？　

Ａ　
２　
　　
Ａ　
１　
に　
示　
し　
た　
土　
地　
に　
関　

す　
る　
権　
利　
の　
う　
ち　
、　
Ｐ　
Ｍ　
Ａ　
が　

利　
用　
可　
能　
な　
権　
利　
は　
限　
定　
さ　
れ　

て　
お　
り　
、　
そ　
の　
う　
ち　
Ｐ　
Ｍ　
Ａ　
に　

最　
も　
関　
連　
が　
深　
い　
も　
の　
と　
し　
て　

以　
下　
の　
権　
利　
が　
あ　
り　
ま　
す　
。　

１　．　

開　
発　
権　
（　

）　

２　．　

建　
設　
権　

（　

）　

３　．　

使　
用　
権　
（　

）　

前　
記　
権　
利　
は　
、　
国　
家　
土　
地　
局　

（　

｜　

）　
の　
地　
方　
事　
務　
所　
に　
よ　
り　
、　
土　

地　
台　
帳　
に　
登　
録　
さ　
れ　
た　
時　
点　
か　
ら　
有　
効　
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■ インドネシア進出企業のビジネス・法務実務（入門編）

と　
な　
り　
ま　
す　
。　
土　
地　
に　
関　
す　
る　
権　
利　
を　

移　
転　
す　
る　
際　
は　
必　
ず　
、　
そ　
の　
土　
地　
の　
所　

在
地
の
土
地
公
証
人
（

｜　

）　

が　
発　
行　
す　
る　
証　
書　
に　
基　
づ　
い　
て　
行　
う　
必　

要　
が　
あ　
り　
ま　
す　
（　
１　
９　
９　
６　
年　
政　
令　
第　

4  0  
号　
）　。　

開　
発　
権　
（　
Ｈ　
Ｇ　
Ｕ　
）　

Ｈ　
Ｇ　
Ｕ　
と　
は　
、　
国　
有　
地　
を　
農　
業　
、　
水　

産　
業　
ま　
た　
は　
牧　
畜　
業　
の　
た　
め　
に　
利　
用　
す　

る　
権　
利　
で　
あ　
り　
、　
土　
地　
の　
広　
さ　
は　
５　
ヘ　

ク　
タ　
ー　
ル　
以　
上　
と　
決　
め　
ら　
れ　
て　
い　
ま　

す　
。　
Ｈ　
Ｇ　
Ｕ　
の　
保　
有　
者　
に　
は　
、　
農　
業　
、　

水　
産　
業　
ま　
た　
は　
牧　
畜　
業　
に　
利　
用　
す　
る　
目　

的　
で　
そ　
の　
土　
地　
に　
建　
物　
や　
建　
造　
物　
を　
建　

設　
す　
る　
権　
利　
も　
認　
め　
ら　
れ　
ま　
す　
。　

各　
権　
利　
に　
つ　
い　
て　
は　
保　
有　
期　
間　
に　
制　

限　
が　
あ　
り　
、　
Ｈ　
Ｇ　
Ｕ　
に　
つ　
い　
て　
は　
、　
最　

初　
は　
最　
長　
3  5  
年　
で　
す　
が　
、　
2  5  
年　
延　
長　
す　

る　
こ　
と　
が　
可　
能　
で　
、　
特　
定　
の　
条　
件　
が　
満　

た　
さ　
れ　
て　
い　
れ　
ば　
、　
そ　
の　
後　
さ　
ら　
に　
延　

長　
す　
る　
こ　
と　
も　
可　
能　
で　
す　
（　
注　
１　
）　。　

資　
金　
調　
達　
の　
た　
め　
に　
、　
Ｈ　
Ｇ　
Ｕ　
に　
抵　

当　
権　
を　
設　
定　
し　
、　
こ　
れ　
を　
担　
保　
と　
し　
て　

利　
用　
す　
る　
こ　
と　
も　
で　
き　
ま　
す　
。　
Ｈ　
Ｇ　
Ｕ　

に　
つ　
い　
て　
は　
、　
売　
却　
、　
交　
換　
、　
贈　
与　
ま　

た　
は　
遺　
贈　
も　
認　
め　
ら　
れ　
る　
上　
、　
企　
業　
へ　

の　
現　
物　
出　
資　
と　
し　
て　
利　
用　
す　
る　
こ　
と　
も　

で　
き　
ま　
す　
。　

建　
設　
権　
（　
Ｈ　
Ｇ　
Ｂ　
）　

Ｈ　
Ｇ　
Ｂ　
と　
は　
、　
土　
地　
に　
建　
物　
そ　
の　
他　

の　
建　
造　
物　
を　
建　
設　
し　
、　
こ　
れ　
を　
所　
有　
す　

る　
権　
利　
で　
、　
Ｐ　
Ｍ　
Ａ　
が　
取　
得　
す　
る　
権　
利　

と　
し　
て　
最　
も　
一　
般　
的　
な　
権　
利　
で　
す　
。　
Ｈ　

Ｇ　
Ｂ　
は　
、　
国　
有　
地　
に　
関　
し　
て　
発　
行　
さ　
れ　

る　
他　
、　
個　
人　
の　
土　
地　
の　
所　
有　
権　
（　
自　
由　

保　
有　
権　
）　
や　
管　
理　
権　
（　
注　
２　
）　
の　
上　
に　

発　
行　
さ　
れ　
る　
場　
合　
も　
あ　
り　
ま　
す　
。　

Ｈ　
Ｇ　
Ｂ　
の　
保　
有　
期　
間　
は　
、　
最　
初　
は　
最　

長　
3  0  
年　
で　
す　
が　
、　
2  0  
年　
延　
長　
す　
る　
こ　
と　

が　
可　
能　
で　
、　
特　
定　
の　
条　
件　
が　
満　
た　
さ　
れ　

て　
い　
れ　
ば　
、　
そ　
の　
後　
さ　
ら　
に　
延　
長　
す　
る　

こ　
と　
も　
可　
能　
で　
す　
。　

資　
金　
調　
達　
の　
た　
め　
に　
、　
Ｈ　
Ｇ　
Ｂ　
に　
抵　

当　
権　
を　
設　
定　
し　
、　
こ　
れ　
を　
担　
保　
と　
し　
て　

利　
用　
す　
る　
こ　
と　
も　
で　
き　
ま　
す　
。　
Ｈ　
Ｇ　
Ｂ　

に　
つ　
い　
て　
は　
、　
売　
却　
、　
交　
換　
、　
贈　
与　
ま　

た　
は　
遺　
贈　
も　
認　
め　
ら　
れ　
る　
上　
、　
企　
業　
へ　

の　
現　
物　
出　
資　
と　
し　
て　
利　
用　
す　
る　
こ　
と　
も　

で　
き　
ま　
す　
。　

使　
用　
権　
（　
Ｈ　
Ｐ　
）　

Ｈ　
Ｐ　
と　
は　
、　
特　
定　
の　
目　
的　
の　
た　
め　
に　

土　
地　
を　
利　
用　
す　
る　
権　
利　
で　
す　
。　

Ｈ　
Ｐ　
の　
保　
有　
期　
間　
は　
、　
権　
利　
を　
保　
有　

す　
る　
主　
体　
に　
よ　
っ　
て　
異　
な　
り　
ま　
す　
。　
イ　

ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
国　
民　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
法　

に　
基　
づ　
き　
設　
立　
さ　
れ　
た　
法　
人　
、　
外　
国　
人　

居　
住　
者　
お　
よ　
び　
外　
国　
法　
人　
の　
駐　
在　
員　
事　

務　
所　
の　
場　
合　
、　
最　
初　
は　
最　
長　
2  5  
年　
で　
す　

が　
、　2  0  
年　
延　
長　
す　
る　
こ　
と　
が　
可　
能　
で　
す　
。　

特　
定　
の　
条　
件　
が　
満　
た　
さ　
れ　
て　
い　
れ　
ば　
、　

そ　
の　
後　
さ　
ら　
に　
延　
長　
す　
る　
こ　
と　
も　
可　
能　

で　
す　
。　

一　
方　
、　
外　
国　
政　
府　
の　
代　
表　
機　
関　
、　
宗　

教　
団　
体　
、　
社　
会　
団　
体　
の　
場　
合　
、　
土　
地　
が　

事　
前　
に　
合　
意　
さ　
れ　
た　
目　
的　
に　
使　
用　
さ　
れ　

て　
い　
る　
限　
り　
、　
期　
限　
の　
定　
め　
な　
く　
Ｈ　
Ｐ　

が　
認　
め　
ら　
れ　
ま　
す　
。　
た　
だ　
し　
、　
こ　
の　
場　

合　
の　
Ｈ　
Ｐ　
は　
、　担　
保　
に　
供　
す　
る　
こ　
と　
も　
、　

移　
転　
す　
る　
こ　
と　
も　
で　
き　
ま　
せ　
ん　
。　

Ｈ　
Ｐ　
は　
通　
常　
、　
資　
金　
調　
達　
の　
た　
め　
、　

抵　
当　
権　
を　
設　
定　
し　
、　
こ　
れ　
を　
担　
保　
と　
し　

て　
利　
用　
す　
る　
こ　
と　
が　
で　
き　
ま　
す　
（　
た　
だ　

し　
、　
個　
人　
の　
土　
地　
所　
有　
権　
の　
上　
に　
発　
行　

さ　
れ　
た　
Ｈ　
Ｐ　
の　
場　
合　
に　
は　
で　
き　
ま　
せ　

ん　
）　。　
Ｈ　
Ｐ　
に　
つ　
い　
て　
は　
、　
売　
却　
、　
交　

換　
、　
贈　
与　
ま　
た　
は　
遺　
贈　
も　
認　
め　
ら　
れ　
る　

上　
、　
企　
業　
へ　
の　
現　
物　
出　
資　
と　
し　
て　
利　
用　

す　
る　
こ　
と　
も　
で　
き　
ま　
す　
。　

Ｑ　
３　
　　
外　
国　
人　
が　
土　
地　
の　
所　
有　
権　

を　
取　
得　
す　
る　
こ　
と　
は　
可　
能　
で　
す　

か　
？　

Ａ　
３　
　　
外　
国　
人　
が　
土　
地　
の　
所　
有　
権　

を　
取　
得　
す　
る　
こ　
と　
は　
で　
き　
ま　
せ　

ん　
。　

土　
地　
基　
本　
法　
の　
規　
定　
に　
よ　
り　
、　
土　
地　

の　
所　
有　
権　
を　
保　
有　
す　
る　
こ　
と　
が　
で　
き　
る　

の　
は　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
国　
民　
に　
限　
定　
さ　

れ　
て　
い　
ま　
す　
。　
も　
っ　
と　
も　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　

シ　
ア　
国　
内　
に　
在　
住　
す　
る　
外　
国　
人　
に　
は　
、　

住　
居　
用　
不　
動　
産　
を　
１　
つ　
所　
有　
す　
る　
こ　
と　

が　
認　
め　
ら　
れ　
て　
い　
ま　
す　
。　
外　
国　
人　
が　
戸　

建　
て　
住　
宅　
も　
し　
く　
は　
共　
同　
住　
宅　
の　
所　
有　

権　
を　
取　
得　
す　
る　
に　
は　
、　「　
国　
の　
開　
発　
に　

有　
益　
な　
人　
物　
」　
で　
あ　
る　
と　
認　
め　
ら　
れ　
、　

か　
つ　
、　
以　
下　
の　
い　
ず　
れ　
か　
に　
該　
当　
す　
る　

こ　
と　
が　
要　
求　
さ　
れ　
ま　
す　
。　

・　
永　
住　
許　
可　
証　
を　
所　
有　
す　
る　
居　
住　
者　

で　
あ　
っ　
て　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
国　
内　
に　
永　

住　
し　
て　
い　
る　
者　

・　
適　
切　
な　
渡　
航　
／　
入　
国　
許　
可　
ス　
タ　
ン　

プ　
が　
押　
印　
さ　
れ　
た　
旅　
券　
を　
所　
持　
す　
る　
非　

居　
住　
者　
で　
あ　
っ　
て　
、　
特　
定　
の　
期　
間　
に　
限　

り　
、　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
国　
内　
に　
滞　
在　
し　
て　

い　
る　
者　

外　
国　
人　
は　
、　
使　
用　
権　
（　
Ｈ　
Ｐ　
）　、　
個　

人　
が　
所　
有　
権　
を　
有　
す　
る　
土　
地　
の　
使　
用　
権　

（
Ｈ
Ｐ
）、
ま
た
は
賃
借
権
（

）　
を　
有　
す　
る　
土　
地　
に　
限　
り　
、　
そ　

こ　
に　
家　
を　
建　
築　
し　
た　
り　
、　
建　
築　
さ　
れ　
た　

家　
を　
購　
入　
し　
た　
り　
す　
る　
こ　
と　
が　
で　
き　
ま　

す　
。　
ま　
た　
、　
外　
国　
人　
が　
共　
同　
住　
宅　
を　
購　

入　
で　
き　
る　
の　
は　
、　
当　
該　
土　
地　
の　
使　
用　
権　

（　
Ｈ　
Ｐ　
）　
を　
有　
し　
て　
い　
る　
場　
合　
に　
限　
ら　

れ　
ま　
す　
。　

外　
国　
人　
に　
認　
め　
ら　
れ　
る　
戸　
建　
て　
住　
宅　

ま　
た　
は　
共　
同　
住　
宅　
の　
所　
有　
権　
の　
期　
間　

は　
、　
2  5  
年　
と　
制　
限　
さ　
れ　
て　
い　
ま　
す　
が　
、　

イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
居　
住　
者　
で　
あ　
る　
と　
い　
う　

当　
該　
外　
国　
人　
の　
立　
場　
に　
変　
更　
が　
な　
い　
場　

合　
、　
ま　
た　
は　
身　
分　
上　
の　
要　
求　
事　
項　
が　
満　

た　
さ　
れ　
て　
い　
る　
場　
合　
、　
さ　
ら　
に　
2  0  
年　
の　

延　
長　
が　
認　
め　
ら　
れ　
ま　
す　
。　
当　
該　
外　
国　
人　

が　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　
か　
ら　
出　
国　
す　
る　
場　
合　

に　
は　
、　
出　
国　
か　
ら　
１　
年　
以　
内　
に　
そ　
の　
所　

有　
権　
を　
他　
人　
に　
譲　
渡　
し　
な　
け　
れ　
ば　
な　
り　

ま　
せ　
ん　
。　

Q  
４　
　　
立　
地　
許　
可　
（　

）　

と　
は　
ど　
の　
よ　
う　
な　
も　
の　
で　
す　

か　
？　

A  
４　
　　
立　
地　
許　
可　
と　
は　
、　
投　
資　
の　

実　
施　
に　
向　
け　
て　
土　
地　
の　
権　
利　
を　
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取　
得　
し　
よ　
う　
と　
す　
る　
企　
業　
に　
対　

し　
て　
与　
え　
ら　
れ　
る　
予　
備　
的　
承　
認　

で　
す　
。　
Ｐ　
Ｍ　
Ａ　
は　
、　
立　
地　
許　
可　

に　
基　
づ　
き　
、　
土　
地　
を　
取　
得　
す　
る　

た　
め　
の　
活　
動　
を　
開　
始　
す　
る　
こ　
と　

が　
で　
き　
ま　
す　
。　

立　
地　
許　
可　
を　
取　
得　
し　
た　
者　
は　
、　
例　
え　

ば　
、　
権　
利　
の　
保　
有　
者　
か　
ら　
そ　
の　
権　
利　
を　

購　
入　
す　
る　
な　
ど　
し　
て　
、　
そ　
の　
土　
地　
に　
関　

し　
て　
存　
在　
し　
て　
い　
る　
他　
者　
の　
法　
律　
関　
係　

を　
す　
べ　
て　
整　
理　
す　
る　
こ　
と　
が　
認　
め　
ら　
れ　

て　
い　
ま　
す　
。　

Ｐ　
Ｍ　
Ａ　
が　
立　
地　
許　
可　
を　
申　
請　
す　
る　
場　

合
は
、
県
／
市
の
土
地
庁
（

）　
に　
申　
請　
書　
を　
提　

出　
し　
ま　
す　
。　

Q  
５　
　　
立　
地　
許　
可　
に　
有　
効　
期　
間　
は　

あ　
り　
ま　
す　
か　
？　

A  
５　
　　
立　
地　
許　
可　
証　
に　
記　
載　
さ　
れ　

る　
と　
お　
り　
、　
土　
地　
の　
面　
積　
に　
応　

じ　
て　
、　
立　
地　
許　
可　
が　
与　
え　
ら　
れ　

る　
期　
間　
が　
制　
限　
さ　
れ　
ま　
す　
。　

１　．　

総　
面　
積　
が　
2  5  
ヘ　
ク　
タ　
ー　
ル　
未　
満　
の　

土　
地　
の　
場　
合　
、　
１　
年　

２　．　

総　
面　
積　
が　
2  5  
ヘ　
ク　
タ　
ー　
ル　
以　
上　
5  0  

ヘ　
ク　
タ　
ー　
ル　
未　
満　
の　
土　
地　
の　
場　
合　
、　
２　

年　３　．　

総　
面　
積　
が　
5  0  
ヘ　
ク　
タ　
ー　
ル　
以　
上　
の　

土　
地　
の　
場　
合　
、　
３　
年　

立　
地　
許　
可　
を　
取　
得　
し　
た　
者　
は　
、　
３　
ヵ　

月　
に　
一　
度　
、　
農　
務　
局　
長　
に　
対　
し　
、　
土　
地　

の　
使　
用　
に　
関　
す　
る　
報　
告　
書　
を　
提　
出　
す　
る　

義　
務　
が　
あ　
り　
ま　
す　
。　

Q  
６　
　　
立　
地　
許　
可　
は　
必　
ず　
取　
得　
す　

る　
必　
要　
が　
あ　
り　
ま　
す　
か　
？　

A  
６　
　　
既　
に　
そ　
の　
土　
地　
に　
関　
す　
る　

権　
利　
を　
保　
有　
し　
て　
い　
る　
と　
み　
な　

さ　
れ　
る　
土　
地　
、　
例　
え　
ば　
以　
下　
の　

よ　
う　
な　
土　
地　
に　
つ　
い　
て　
は　
、　
取　

得　
が　
不　
要　
と　
な　
る　
場　
合　
が　
あ　
り　

ま　
す　
。　

１　．　

企　
業　
に　
現　
物　
出　
資　
さ　
れ　
た　
土　
地　

２　．　

産　
業　
地　
域　
内　
の　
土　
地　

３　．　

事　
業　
拡　
大　
の　
た　
め　
に　
必　
要　
と　
さ　
れ　

る　
隣　
接　
地　

Q  
７　
　　
土　
地　
に　
関　
す　
る　
各　
権　
利　
に　

つ　
い　
て　
、　
土　
地　
の　
面　
積　
が　
制　
限　

を　
受　
け　
る　
こ　
と　
は　
あ　
り　
ま　
す　

か　
？　

A  
７　
　　
１　
９　
９　
９　
年　
農　
業　
大　
臣　
令　

第　
２　
号　
に　
よ　
り　
、　
企　
業　
は　
、　
以　

下　
の　
と　
お　
り　
、　
そ　
の　
事　
業　
内　
容　

に　
よ　
り　
各　
権　
利　
を　
取　
得　
で　
き　
る　

土　
地　
の　
面　
積　
を　
制　
限　
さ　
れ　
て　
い　

ま　
す　
。　

注　注　
１　
　　
２　
０　
０　
７　
年　
３　
月　
2  9  
日　
に　
イ　
ン　
ド　
ネ　
シ　
ア　

国　
会　
を　
通　
過　
し　
た　
投　
資　
法　
改　
正　
案　
に　
よ　
れ　
ば　
、　
Ｈ　

Ｇ　
Ｕ　
に　
つ　
い　
て　
は　
、　
最　
長　
で　
9  5  
年　
の　
保　
有　
期　
間　
が　

最　
初　
か　
ら　
認　
め　
ら　
れ　
る　
こ　
と　
に　
な　
り　
ま　
す　
。　
た　
だ　

し　
、　
土　
地　
が　
決　
め　
ら　
れ　
た　
目　
的　
の　
た　
め　
に　
継　
続　
的　

に　
使　
用　
さ　
れ　
て　
い　
な　
い　
場　
合　
、　
期　
間　
の　
途　
中　
で　
あ　

っ　
て　
も　
、　
政　
府　
に　
よ　
り　
Ｈ　
Ｇ　
Ｕ　
が　
取　
消　
さ　
れ　
ま　
す　
。　

注　
２　
　　
管　
理　
権　
（　

Ｈ　
Ｐ　
Ｌ　
）　

と　
は　
、　
通　
常　
、　
国　
有　
地　
の　
開　
発　
の　
た　
め　
、　
国　
有　
企　

業　
（　

）　、　

並　
び　
に　
、　
州　
政　
府　
及　
び　
県　
／　
市　
政　
府　
に　
対　
し　
て　
与　

え　
ら　
れ　
る　
も　
の　
で　
す　
。　

本
稿
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
投
資
に
関

わ
る
法
的
事
項
に
つ
い
て
、
一
般
的
な
情
報
の

提
供
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
具
体
的
な
事
案
、

法
的
助
言
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
適
格
な
専
門

家
に
ご
相
談
下
さ
い
。

黒
田
法
律
事
務
所
代
表
パ
ー
ト
ナ
ー
。
早

稲
田
大
学
一
年
中
退
。
司
法
試
験
合
格
。

そ
の
後
、
国
内
の
法
律
事
務
所
勤
務
を
経

て
、
北
京
語
学
学
院
、
デ
ュ
ー
ク
大
学
ロ

ー
ス
ク
ー
ル
、
復
旦
大
学
法
学
部
高
級
進

修
生
課
程
を
終
了
。
専
門
は
国
際
金
融
、

独
禁
法
、
知
的
財
産
法
な
ど
。

黒
田
健
二
（　
く　
ろ　
だ　
・　
け　
ん　
じ　
）　

ラ
ン
プ
ン
国
立
大
学
講
師
。
黒
田
法
律
事

務
所
リ
ー
ガ
ル
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
。
ボ
ゴ
ル

農
業
大
学
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
情
報
卒
業
。

ラ
ン
プ
ン
国
立
大
学
法
学
部
、
関
東
学
園

大
学

Ｌ
Ｌ
Ｍ
卒
業
。
横
浜
国
立
大
学
国

際
経
済
法
研
究
科
後
期
博
士
課
程
履
修
中
。

専
門
は
国
際
取
引
法
。

ユ
リ
ア
・
ク
ス
マ
・
ワ
ル
ダ
ニ

住宅開発および再定住支援
* 住宅供給および再定住支援
* ホテル／リゾート開発

産業

HGUに基づく大規模プランテーション
* 砂糖関連
* その他

養魚池
* ジャワ島内
* ジャワ島以外

400
200

200

60,000
20,000

100
200

事業内容
一州につき
(ha)

4,000
2,000

2,000

150,000
100,000

1,000
2,000

全州合計
(ha)
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